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１ 目的

我が国の公的年金制度は、２０歳から６０歳までのすべての国民が加入し保険料を負

担することにより、老後、障害及び死亡の生活保障を担う、国民生活になくてはならな

い重要な制度である。

しかしながら、現下の厳しい経済情勢や制度に対する誤解や不信等を背景とした国民

年金保険料の未納者（うち過去２４ヶ月間の保険料が未納の者：平成２５年度末時点で

約２５９万人）の存在は、無年金者又は低額年金者の増大のみならず、社会連帯に基づ

く公的年金制度の根幹にかかわる大きな問題となっており、未納対策は極めて重要な課

題である。

このような状況の下、日本年金機構においては、未納者の解消に向けて、国民年金保

険料収納業務の民間委託を活用するほか、年金事務所ごとに策定した行動計画に基づき、

納付書や免除等申請書の送付のみならず、負担能力があるにもかかわらず、度重なる納

付督励によっても年金制度に対する理解が得られない者に対しては、公平な負担の観点

から強制徴収を実施するなど、徹底した収納対策に取り組んできたところである。

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下

「法」という。）は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サ

ービスの全般について不断の見直しを行い、その実現について透明かつ公正な競争の下

で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ

低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

本事業は、国民年金保険料の収納業務のうち、国民年金保険料の未納者に対する納付

の勧奨（保険料の免除、若年者納付猶予及び学生納付特例制度（以下「免除等」という。）

の申請手続の勧奨を含む。）及び請求、納付の受託等の業務について、民間事業者の創

意工夫やノウハウを最大限活用して国民年金保険料の収納の向上を図ることを目的とし

て、法第１４条並びに第１５条において準用する第１０条、第１１条第１項、第１２条

並びに第１３条第１項及び第３項に基づき、民間競争入札により民間事業者に委託する

ものである。

２ 本事業の基本的な考え方

（１）本事業は、民間事業者の創意工夫を最大限活用し、対象となる国民年金法第８８条

の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を国民年金法第９１条

に定める納期限（以下「納付期限」という。）内に納付しない者（日本年金機構から

保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下「滞納者」という。）すべてに対

して、それぞれの特性に合わせて文書、電話及び戸別訪問による督励並びに新たな督

励手法を適切かつ効果的に組み合わせて実施し、国民年金制度の意義・役割、保険料

納付義務及び年金受給権の確保等に関する理解の促進を図ることにより、滞納保険料

の納付のみならず、将来にわたる自主的な保険料納付に結び付け、保険料収納の向上

を図るものである。また、滞納者の状況に応じて、口座振替勧奨や免除等申請勧奨を

行うことを求めるものである。
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（２）民間事業者は、納付督励の実施に当たり、文書、電話及び戸別訪問による督励手法

は、いずれも必ず実施するものとする。（「電話による督励手法」については、業務

に従事する者による案内方法とする。）

（３）滞納者すべてに対してその特性に合わせた納付督励を実施し、保険料納付等に結び

付けた場合、その成果を評価し、対価の支払い等を行うものとする。

３ 対象業務に関する事項

（１）対象業務の内容

滞納者に対する督励に関し、以下の（ア）から（オ）までの業務を包括的に委託す

る。なお、（ア）及び（イ）の督励業務の実施に当たり、その具体的な手段・手法

の詳細については、民間事業者の創意工夫を最大限活用する観点から民間事業者の

提案に委ねるものとするが、上記２の本事業の基本的な考え方を踏まえ、従来の実

施事業における文書や電話及び戸別訪問による督励実績を参考とし、滞納者の特性

に合わせて適切かつ効果的に実施するものとする。

なお、日本年金機構は、滞納者に対して、①納付書の発送（再交付依頼分の対応を

含む。）、②学生納付特例ターンアラウンド申請書送付、③免除・若年者納付猶予タ

ーンアラウンド申請書送付、④年金事務所外での納付相談会の開催（納付書を同封し

た案内状の発送及び会場設営を含む。）、⑤特別催告状の発送（一定期間の納付督励

を含む）、⑥催告状の発送（民間事業者への業務委託の周知を兼ねたものを含む。）、

⑦その他機構が必要と認めた業務について実施する。（④については、民間事業者が

主体となり年金事務所と共催するなど、協力して対応することができる。）

※ 強制徴収対象者への納付督励は本事業の対象業務とならない。

※ ターンアラウンド方式による申請勧奨とは、市町村から提供を受けた所得情報や被保

険者から事前に登録のあった在学予定期間を基に抽出した者に対して、日本年金機構が

定期的かつ機械的に申請書を送付するものである。

（ア）滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務

民間事業者は、滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない事

実の通知、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関

する業務を行う。

ただし、①国民の年金受給権を確保する観点から、滞納者のすべてに対して少

なくとも３か月ごとの頻度で納付督励を行うことを基本とし、②単に滞納保険料

の収納のみならず、将来にわたる自主的な保険料納付に結び付くよう、公的年金

制度に対する理解や口座振替又はクレジットカード納付（以下「口座振替等」と

いう。）の促進を図ること。

なお、上記①の「滞納者のすべてに対して納付督励を行うこと」とは、必ずし

も接触率１００％を求めるものではないものである。
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また、効率良く滞納者との接触機会を増やすために、平日の夜間帯（１８時以

降２１時まで）、土曜日、日曜日及び祝祭日においても一定割合の督励業務を実

施すること。３（１）（イ）及び（ウ）についても同じとする。

（イ）滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨業務

民間事業者は滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない理由

を確認した結果、所得がない又は極めて低額であるといった経済的な理由である

場合、保険料の免除等の制度について丁寧に説明した上で、免除等の申請手続の

勧奨に関する業務を行う。（滞納者から免除等申請書の送付依頼があった場合

は、民間事業者から送付するものとする。ただし、ターンアラウンド方式による

申請書送付は除く。）

なお、免除等申請手続の勧奨業務は、単に収納率を向上させるために実施する

ものではなく、年金受給権の確保に繋げるために実施するものであることに留意

すること。また、滞納者から免除等申請書の提出があった場合は、速やかに管轄

する年金事務所へ届けること。

（ウ）被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託業務

民間事業者は、滞納者から保険料の納付の申出を受けた場合に、国民年金法第

９２条の３の規定に基づく保険料の納付受託に関する業務を行う。

なお、戸別訪問等により、滞納者から保険料を受託する場合は、民間事業者の

領収印を国民年金保険料納付書に押印しなければならない。

（エ）事業報告書等の作成・報告業務

年金事務所が行う業務との連携を確保する観点から、民間事業者は以下の事項

について、滞納者の住所を管轄する年金事務所ごとに取りまとめて報告する。

① 督励実施計画

下記（４）（ア）に記載される各期について、民間事業者が提出した企画提

案書に基づく滞納者に対する督励実施の行程を月別に示した計画を、各年金事

務所に各期の初月中までに報告する。

② 日次報告

保険料の納付の請求に当たり、納付書の再交付が必要となった滞納者の氏

名、生年月日、住所、基礎年金番号及び納付書の作成対象期間について、滞納

者の住所を管轄する年金事務所へ速やかに報告する。

③ 週次報告（日報の作成）

戸別訪問による督励についての活動事蹟の日報を、各年金事務所に毎週金曜

日（当該日が祝日の場合は翌平日）に報告する。

④ 月次報告

次の内容について、当月分を取りまとめて、（ⅰ）（ⅲ）（ⅳ）については

滞納者の住所を管轄する年金事務所、（ⅱ）については、滞納者の住所を管轄

する事務センター、（ⅴ）については受託するすべての年金事務所に、（ⅲ）

については翌月第３営業日、（ⅰ）（ⅱ）（ⅳ）（ⅴ）については翌月１０日
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（各々当該日が土・日曜日又は祝日の場合は翌平日）までに報告する。

（ⅰ）保険料の納付督励により口座振替等の申請を約束した者及び保険料の納

付督励に対して納付を拒絶した滞納者のうち時効までに保険料の納付を

行わないと思料する者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

（ⅱ）滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付督励（保

険料の免除等申請手続の勧奨を含む。）を行った滞納者ごとの事蹟

（ⅲ）（ⅱ）について、滞納者に対する督励等の手法別実施結果の集計及び保

険料収納又は免除等申請に結び付いた実績等の分析

（ⅳ）居所不明（戸別訪問時に家屋が存在しない、文書送付したが送達不能の

場合）となっている者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

（ⅴ）業務に従事する者に対する研修（年金制度、個人情報の取扱い、接遇等）

の実施状況

（オ）月例打合せ会議等の対応

民間事業者は、各年金事務所が都道府県ごとに毎月開催する打合せ会議におい

て、都道府県及び各年金事務所ごとに、事業進捗結果の分析を含む月次報告並び

に今後の取組方針等の対策について報告する。

各年金事務所ごとの打合せについては、各ブロック本部と調整・合意の上、年

金事務所において個別に実施して差し支えない。

また、民間事業者は、日本年金機構本部（以下「機構本部」という。）が四半

期ごとに開催する事業実施に関するヒアリングにおいて、全体の督励実施計画に

基づく事業進捗結果の分析並びに今後の取組方針等の対策について報告する。

なお、民間事業者は、これらの打合せ会議等において、各年金事務所、ブロッ

ク本部及び機構本部から事業目的達成に向けた助言、提案、指導があった場合、

必要な改善策を講じるものとする。

（２）契約（事業対象）期間

契約期間は、平成２７年５月１日から平成３０年９月３０日までとする。

ただし、第２期の実績が判明する時点で、第１期及び第２期の業務実績により、下

記（ア）から（ウ）の条件全てを満たしている場合、双方協議の上、業務委託期間を

期間満了の日の翌日から起算してさらに１年間延長できるものとする。

（ア）目標の達成状況

下記の①及び②のいずれも満たしていること。

① 第１期及び第２期の全ての達成目標を達成していること。

※達成の判断は、契約地区単位で行う。

② ３（１）（エ）①で提案された第１期及び第２期の督励実施計画の督励

件数を１００％以上実施していること。

（イ）４（２）（ア）②に定める「総合評価基準（技術評価）」の必須項目を満たし

ていること。

（ウ）４（１）に定める必要な参加資格を満たしていること。
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（３）対象地区（入札単位）及び対象年金事務所

別紙１－１「対象地区等一覧」のとおり、１９６年金事務所について、１３地区を

対象地区とする。

（４）事業実施に関して確保されるべき事業の質

（ア）本事業に関する達成目標

事業実施に関して質の確保及び向上を図るため、上記３（１）（ア）及び（イ）

について、民間事業者に対して事業の達成目標としての水準（以下「達成目標」

という。）及び質の確保としての最低水準（以下「最低水準」という。）を事業対

象期間の各期ごと（以下「各期」という。）に設定するものとする。

なお、戸別訪問などの事業の実施に当たっては、

・ 滞納者に対して国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務及び年金受給

権の確保の重要性について、懇切丁寧に説明すること

・ 単に保険料納付を勧奨するのみならず、必要に応じて口座振替等や免除等

勧奨も工夫を凝らして行うこと

・ 接触率の向上など効率的な運営に努めること

を求めるものとする。

※ 「各期」

第１期：平成２７年５月から平成２８年４月まで

第２期：平成２８年５月から平成２９年４月まで

第３期：平成２９年５月から平成３０年４月まで

第４期：平成３０年５月から平成３０年９月まで

《契約延長した場合》

第５期：平成３０年１０月から平成３１年４月まで

第６期：平成３１年５月から平成３１年９月まで

① 滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務

（ⅰ）達成目標の設定

各年金事務所が目標として定める納付率を達成するために、滞納者が納付

する必要のある納付月数を、年金事務所ごとに、各期、保険料の種別（現年

度保険料、過年度１年目保険料、過年度２年目保険料）に応じて設定し、こ

れを達成目標とする。（別紙２－１参照）

〔現年度保険料の達成目標の設定の考え方〕

（納付対象月数［月数］×（最低納付率［％］＋ 加算率［％］））－ 納付期限内納

付月数［月数］－ 強制徴収による収納月数［月数］）

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）
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〔過年度１年目保険料の達成目標の設定の考え方〕

（納付対象月数［月数］× 加算率［％］）－ 前期納付月数［月数］－ 強制徴収に

よる収納月数［月数］

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）

〔過年度２年目保険料の達成目標の設定の考え方〕

（納付対象月数［月数］× 加算率［％］）－ 前期までの納付月数［月数］－ 強制

徴収による収納月数［月数］

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）

（ⅱ）最低水準の設定

本事業の最低限の質を確保する観点から、現年度保険料及び各過年度保険

料の納付月数について最低水準を設定する。最低水準は、年金事務所ごとに、

各期、保険料の種別（現年度保険料、過年度１年目保険料、過年度２年目保

険料）に応じて設定する。（別紙２－１参照）

〔現年度保険料の最低水準の設定の考え方〕

（納付対象月数［月数］× 最低納付率［％］）－ 納付期限内納付月数［月数］

－ 強制徴収による収納月数［月数］

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）

〔過年度１年目保険料の最低水準の設定の考え方〕

（納付対象月数［月数］× 最低納付率［％］）－ 前期納付月数［月数］－ 強制徴

収による収納月数［月数］

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）

〔過年度２年目保険料の最低水準の設定の考え方〕

（納付対象月数［月数］× 最低納付率［％］）－ 前期までの納付月数［月数］－

強制徴収による収納月数［月数］

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）

（ⅲ）業務改善指示

日本年金機構は、民間事業者の実績が最低水準を下回った又は下回ること

が明らかになったと判断した場合には、下記８（１）（エ）に基づき、民間

事業者に対して業務改善指示を行うことができる。

② 滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨業務

（ⅰ）達成目標の設定

免除等申請手続のうち、全額免除、学生納付特例及び若年者納付猶予につ
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いて、年金事務所ごとに、各期に免除等の承認見込み件数（以下「免除等承

認件数」という。）を設定し、これを達成目標とする。（別紙２－１参照）

〔達成目標の設定の考え方〕

年度末第１号被保険者数［人数］× 目標免除等率［％］× 免除処理調整率［％］

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）

（ⅱ）最低水準の設定

本事業の最低限の質を確保する観点から、年金事務所ごとに、各期に最低

水準を設定する。（別紙２－１参照）

〔最低水準の設定の考え方〕

年度末第１号被保険者数［人数］× 最低免除等率［％］ × 免除処理調整率［％］

（詳しくは、別紙２－２及び達成目標等算出表参照）

（ⅲ）業務改善指示

日本年金機構は、民間事業者の実績が最低水準を下回った又は下回ること

が明らかになったと判断した場合には、下記８（１）（エ）に基づき、民間

事業者に対して業務改善指示を行うことができる。

なお、上記①及び②により設定した第２期から第６期の達成目標及び最低水準

については、設定の基礎となる被保険者数の減少に基づき、設定を見直すものと

する。なお、これに伴う委託費の変更は伴わない。

また、民間事業者は、民間事業者の責めに帰さない不測の事態等により達成目

標及び最低水準の設定を見直す必要があると判断した場合は、日本年金機構に協

議することができるものとする。

（イ）納付受託業務及び報告業務

納付受託業務及び報告業務については、適用される法令、実施要項及び契約の

規定等に従って適切に行うこと。

（ウ）委託費

① 委託費の支払い

委託費については、落札金額を上記３（２）の契約期間の月数で除して得た

額（１００円未満の端数が生じた場合は切り上げし、最終支払時に調整するも

のとする）を毎月支払うものとする。

② 事務所別・期別・保険料の種別基本額の増額及び減額措置

上記①の委託費を、事務所ごとの達成目標別・期別に按分し（以下「各期別

委託費」という。）、上記（ア）①及び②の達成目標の割合に応じて按分した基

本額（以下「事務所別基本額」という。）について、次の（ⅰ）及び（ⅱ）の

とおり増額又は減額の措置を講ずるものとする。
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〔事務所別基本額の設定の考え方〕

各期別委託費（第１期から第６期） ＝ 委託費 × 各期（上記３（４）（ア）

に示す第１期から第６期）に係る月数／事業対象期間に係る月数

・滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務

① 事務所別基本額（現年度）＝ 各期別委託費 × ２／３ × 現年度保険

料達成目標／（現年度保険料達成目標＋過年度１年目保険料達成目標＋過年度

２年目保険料達成目標）

② 事務所別基本額（過年度１年目）＝ 各期別委託費 × ２／３ × 過年

度１年目保険料達成目標／（現年度保険料達成目標＋過年度１年目保険料達成

目標＋過年度２年目保険料達成目標）

③ 事務所別基本額（過年度２年目）＝ 各期別委託費 × ２／３ × 過年

度２年目保険料達成目標／（現年度保険料達成目標＋過年度１年目保険料達成

目標＋過年度２年目保険料達成目標）

・滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨業務

事務所別基本額（免除等勧奨）＝ 各期別委託費 × １／３

なお、免除等承認件数の達成目標の各期達成状況は、第１期においては平成

２８年３月末時点、第２期においては平成２９年３月末時点、第３期において

は平成３０年３月末時点、第４期においては平成３０年９月末時点、第５期に

おいては平成３１年３月末時点、第６期においては平成３１年９月末時点にお

ける、それぞれの実績値とする。

（ⅰ）達成目標を超過した場合の増額

各達成目標について、それぞれ超過した割合０.１％ごとに、０.１％を

各事務所別基本額に乗じて得た額を増額する。なお、超過した割合が０.

１％未満の場合は増額しない。

（ⅱ）達成目標に達しなかった場合の減額

（ａ）最低水準に達している場合

各達成目標について、それぞれの達成目標の達成状況に応じて下表

の減額率を各事務所別基本額に乗じて得た額を減額する。

達成目標の達成状況 減額率

９８％以上１００％未満 ２％

９６％以上９８％未満 ４％

９４％以上９６％未満 ６％

９２％以上９４％未満 ８％

※減額率の考え方は、各達成状況の最小値における未達の割合１に

対して１としている。

※最低水準は、達成目標の約９２％である。

（ｂ）最低水準に達していない場合

各達成目標について、それぞれの達成目標の達成状況に応じて下

表の減額率を各事務所別基本額に乗じて得た額を減額する。

なお、減額する額は各事務所別基本額の５０％を限度とする。
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達成目標の達成状況 減額率

８８％以上９２％未満 １２％

８４％以上８８％未満 １６％

８０％以上８４％未満 ２０％

７６％以上８０％未満 ２４％

７２％以上７６％未満 ２８％

６８％以上７２％未満 ３２％

６４％以上６８％未満 ３６％

６０％以上６４％未満 ４０％

５６％以上６０％未満 ４４％

５２％以上５６％未満 ４８％

５０％以上５２％未満 ５０％

※減額率の考え方は、各達成状況の最小値における未達の割合１に

対して１としている。

③ 口座振替等の獲得業務に係る成功報酬及び加算措置

滞納者に対して、口座振替等の勧奨を行った上で、翌々月の末日までに新規

に口座振替等となった件数１件につき、２，０００円（税込み）を成功報酬と

して支払うものとし、併せて１２か月相当に換算した月数を現年度の納付月数

に加算することとする。

④ 戸別訪問による電話番号整備に係る成功報酬

滞納者に対して戸別訪問を実施した結果、下記（６）（ア）による滞納者情

報に電話番号情報が収録されていない者について、電話番号が判明した件数１

件につき、１００円（税込み）を支払うものとする。

（５）事業実施体制

① 本事業を実施するため、民間事業者は、総括責任者、地域責任者及び従事人員に

ついて、必要な体制を整備すること。

総括責任者については、受託業務全体の管理及び監督を担当し、事業実績（事業

全体の実施結果や成果分析、督励計画の変更、事業の改善状況、品質管理状況、お

客様対応の内容等）を、四半期ごとに開催する機構本部でのヒアリングやその他必

要な機会に、日本年金機構へ報告すること。

地域責任者については、①担当地区の督励計画を作成し、業績の進捗管理を行う

こと。②従事者の管理、監督及び育成を行い、適切な業務を推進すること。③担当

する年金事務所との連携を図り、月例打合せ会議に出席し、事業実績を報告するこ

と。なお、地域責任者は、同一県内の他の年金事務所を担当する地域責任者との兼

務を可とする。

※ 日本年金機構においては、民間事業者の各責任者への対応について、地域責

任者の窓口は年金事務所国民年金課長（具体的な督励手法や滞納者情報等を管

理）及びブロック本部適用・徴収（業務）支援部長（ブロック内の各年金事務
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所の事業進捗状況を横断的に管理）、総括責任者の窓口は機構本部国民年金部

長（全体の事業進捗状況を管理）とする。

② 民間事業者は、納付督励等の業務を実施するに当たり、戸別訪問を担当する従事

者を、年金事務所ごとに定めた配置数（別紙１－２「年金事務所別対象区域・戸別

訪問従事者必須配置数等一覧」参照）の設置を必須とすること。

また、上記の配置状況に応じて戸別訪問員の育成・指導を担当する訪問リーダー

を配置すること。訪問リーダーの職務を果たす限りにおいて、戸別訪問との兼務は

可とする。

なお、上記配置数は、滞納者に対する納付督励及び免除等申請手続の勧奨等業務

の実施に最低限必要な人員として常勤職員に換算した員数で設定したものであり、

民間事業者は、これに基づき配置した従事者の管理を適切に行い、他の督励手法と

効果的に組み合わせて実施すること。

【配置の考え方】

・必須配置：各年金事務所管内の滞納者１．５万人当たりに１名の割合で配置。

・特別配置：滞納者数が３０万人以上で、収納対策を強化する必要がある都道県

に対し、都道県全体の滞納者１．０万人当たりに１名の割合で配置。

③ 民間事業者は、事故防止と業務品質の管理、向上を担当する品質管理責任者を配

置する。品質管理責任者は、本事業を客観的な立場から評価、指導するため受託業

務を遂行する部署以外の部署に属する者が担当するものとする。

（ⅰ）受託業務を遂行する部署に対して、指揮命令系統上、上位にある部署であ

ること。

（ⅱ）法３３条に基づく業務を実施している部署以外の部署であること。

④ 民間事業者は、本事業に関するコンテンツを民間事業者のホームページに追加、

または専用のホームページを開設し、民間事業者の企業概要、受託業務の説明、送

付文書等の補足説明、お客様からの意見等の聴取、その他必要なお知らせを行うも

のとする。

⑤日本年金機構は、委託業務の遂行に関する必要な事項やコンプライアンス事項等を

内容とする「業務ガイドライン」を作成し、民間事業者に提示する。民間事業者は、

「業務ガイドライン」を基に受託業務の遂行に必要な「業務マニュアル（トークス

クリプトを含む）」及び「業務Ｑ＆Ａ」を作成し従事者を教育すること。

なお、「業務マニュアル」及び「業務Ｑ＆Ａ」の使用に当たっては、日本年金機

構に事前の承認を得ることとし、日本年金機構に写しを提供すること。

⑥ 事業の実施に当たり、設備、環境等はすべて民間事業者が用意するものとする。

ただし、民間事業者に使用させることができる物品は下記６のとおりとする。また、

戸別訪問による手法を実施する際の個人情報の携行については、下記８（２）（ア）

②のとおりとする。

（６）民間事業者に提供する情報等

（ア）滞納者の情報

機構本部は、滞納者に係る情報を原則として毎週、磁気媒体により民間事業者

に対して提供する。
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提供する情報の範囲は、以下に示す①から③までのとおりとする。

① 被保険者の基本情報（被保険者の氏名、住所、生年月日など）

② 被保険者の国民年金に係る納付記録（過去２５カ月間の保険料納付状況及

び免除等承認状況）、加入記録など

③ 被保険者に対する督励の事蹟

注１ 新規滞納者については、事象発生の翌週又は翌々週に提供される情報

に反映される。

注２ 強制徴収対象者については、本事業の対象とならないため、提供する

情報には含まれない。

注３ 特別催告状の発送対象者である場合は、その旨を付して提供する。

併せて、社会保険オンラインシステムの可搬型照会用窓口装置により、事業に

必要な範囲内で情報を提供する。

（イ）保険料の免除等勧奨対象者の情報

機構本部は、滞納者が免除等勧奨対象者である場合は、その旨を付記して民間

事業者に対して提供する。

（ウ）年金事務所ごとの納付状況及び免除等承認状況

機構本部は、毎月１回、納付対象月数に対する納付月数及び保険料の免除等が

承認された件数の情報を、年金事務所ごとに一覧表形式で民間事業者に対して提

供する。

（エ）その他各種情報等

機構本部、ブロック本部及び年金事務所は、民間事業者が行う納付督励スケジ

ュールに合わせて、下記のスケジュールや参考となる各種統計情報等について随

時提供する。

・ 納付書発送スケジュール（機構本部が納付書を発送する日程及び対象者）

・ 催告状発送スケジュール（各年金事務所が催告状を発送する日程及び対象

者）

・ 免除等申請書未提出者情報 （免除等承認期限が経過する前にあらかじめ

申請書を送付する対象者など、各年金事務所で選定した者）

（７）日本年金機構と民間事業者との連携・協力

日本年金機構と民間事業者は、上記情報提供等を軸に、機構本部、ブロック本部

及び年金事務所と民間事業者の連携を図るとともに、日本年金機構は、機構本部、

ブロック本部及び年金事務所において民間事業者の事業実施状況の把握と分析を行

い、必要に応じて助言、提案、指導を行うなど、双方が協力して国民年金保険料の

納付状況の改善・向上に取り組む体制を構築するものとする。
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４ 受託者選定に関する事項

（１）民間競争入札に参加する者に必要な参加資格

（ａ）次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。

（ア）法第１５条において準用する第１０条各号に該当する者。

（イ）当該契約を締結する能力を有しない者（未成年者、被保佐人又は被補助人であ

っても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。）及び破産者で復権

を得ない者。

（ウ）日本年金機構の調達において、次のいずれかに該当し、かつ、その事実があっ

た後３年（日本年金機構から競争参加資格停止措置を受けている場合はその期間）

を経過していない者（その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者

についてもまた同じ。）。

ⅰ 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき

ⅱ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益

を得るために連合したとき

ⅲ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき

ⅳ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき

ⅴ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

ⅵ 前各号のいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない者を、契約

の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

（ｂ）次の資格を満たす者であること。

（ア）平成２５・２６・２７年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役

務の提供等」において、入札実施区域における「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ

等級に格付けされている者であること。

（イ）当該業務を確実に実施できる者であること。

（ウ）役員、大株主等実質的に経営権を有する者及び従業員等が暴力団その他の反社

会的勢力と取引をしているなどの関連がない者であること。

（エ）過去３年以内に以下の各号のいずれかの事実に該当していない者、又は該当す

る者であって、その状況が改善されていると認められる者であること（ただし、

日本年金機構から競争参加資格停止措置を受けている期間中の者を除く）。

ⅰ 重大な法令違反を行った

ⅱ 監督官庁から行政処分を受けた

ⅲ その他重大な不祥事を起こした

（オ）取締役会等の意思決定機関の構成員のうち、厚生労働省、旧社会保険庁及び日

本年金機構の職員であった者が過半数（独立行政法人又は公益法人においては３

分の１）を占めていない者であること。

（カ）日本年金機構から競争参加資格停止措置、又は国から指名停止の措置を受けて

いる期間中でないこと。

（キ）個人情報の適切な取扱いを行っている旨の第三者評価として、プライバシーマ

ーク取得事業者又はＩＳＯ／ＩＥＣ27001：2005 又はＪＩＳＱ27001：2006 認証
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取得事業者であること。

（ク）厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）又は船員保険の

適用を受け、かつ、

・直近２年間について保険料の未納がない者であること

・平成２５ 年１ 月分以降について、９０ 日間以上又は３ヶ月分以上連続して保

険料を滞納したことがない者であること。

また、厚生年金保険の適用を受けない個人事業所の場合は、事業主が直近２年間

について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。

（ケ）直近 2年間に支払うべき上記（ク）以外の公租公課に未納がない者であること。

（コ）当該業務に、直近２年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の滞納

がない者を従事させることができる者であること。

（カ）ジョイント・ベンチャー（共同企業体）の入札について

① 自社で本業務の内容のすべてが担えない場合には、適正に業務を遂行できる

ジョイント・ベンチャー（共同企業体）で参加することができる。その場合、

入札参加資格審査書類提出時までにジョイント・ベンチャー（共同企業体）を

結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加できる

ものとする。なお、同一の対象地区において、代表企業及びグループ企業が他

のジョイント・ベンチャー（共同企業体）に参加、又は単独で入札に参加する

ことはできない。また、代表企業及びグループ企業は、ジョイント・ベンチャ

ー（共同企業体）結成に関する協定書（又はこれに類する書類）を作成するこ

と。

② 代表企業及びグループ企業すべてが上記（ａ）及び（ｂ）の条件を満たすこ

と。

（２）民間競争入札に参加する者の募集

（ア）入札実施手続

① 入札の単位

入札は、別紙１－１「対象地区及び対象年金事務所一覧」に示す８ブロック

について、１３の「対象地区」を入札単位とする。

② 提出書類

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、入札金額を

記載した書類（以下「入札書」という。）、総合評価のための事業運営の具体

的な方法、業務の質の確保の方法等に関する書類（以下「企画提案書」という。）

及び上記（１）の入札参加資格に関する書類を提出するものとする。

＜入札書の内容＞

入札参加者が提出する入札書に記載する入札金額は、上記３（２）に示

す契約（事業対象）期間において、対象地区内の各年金事務所の各期ごと

の達成目標を達成するために企画提案した施策の実施に必要となる設備、

人材、機材等について、民間事業者自らの費用負担によりこれを準備す

るものとし、これらの費用及び付随する事務費その他一切の諸経費を含め

た金額を見積もるものとし、これを記載すること。（この場合、消費税等
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に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった経費

の１０８分の１００に相当する金額を記載すること。）

＜企画提案書の内容＞

入札参加者が提出する企画提案書には、上記３（４）（ア）に示す各期

における本事業の対象地区内の各年金事務所の達成目標を達成するため

の企画提案の内容として、次の事項について記載すること。（詳細につい

ては、別紙３「総合評価基準（技術評価）」のとおりとする。）

（ⅰ）基本的考え方

（ⅱ）実施体制

ａ 組織関係

ｂ 運営管理

（ⅲ）入札参加者の業務経験

（ⅳ）滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務（免除等申請手

続勧奨）業務

（ⅴ）達成目標の達成に向けた事業スケジュール

（ⅵ）被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託業務

＜企画提案書の添付資料の内容＞

企画提案書の添付資料は、次のとおりとする。

（ⅰ）企画提案書内容整理表

（注）企画提案書に記載された内容の要約版を作成すること。

（ⅱ）実施体制（組織体制、再委託等）に関する概念図

（ⅲ）民間事業者の概要に関する資料

ａ 民間事業者の概要に関する資料

ｂ 過去に本事業における各施策の全部又は一部に有効であると考

えられる業務に携わったことがある場合は、その業務内容及び期間

（イ）民間競争入札に係るスケジュール（予定）

① 入札公告 平成２６年１２月中旬頃

② 入札説明会 平成２６年１２月下旬頃

③ 入札説明会後の質問期限 平成２７年１月中旬頃

※ 質問については書面で受け付けることとし、回答については軽微なもの

を除き公表する。

④ 企画提案書提出期限 平成２７年１月下旬頃

⑤ 評価委員会（企画提案書の評価）及び

入札参加者によるプレゼンテーション 平成２７年２月上旬頃

⑥ 入札書提出期限 平成２７年２月上旬頃

⑦ 開札 平成２７年２月上旬頃

⑧ 契約の締結 平成２７年２月下旬頃

（３）落札者を決定するための評価の基準及び落札者の決定

国民年金保険料の収納事業を実施する者（以下この項において「落札者」という。）

の決定は、総合評価の方式をもって競争入札により落札者を決定する。
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（ア）評価の方法

落札者を決定するための評価は、提出された企画提案書の内容が、達成目標の

実現に向けた方針及び具体的な提案等が本事業の目的に沿い、かつ、実行可能な

ものであるか（必須項目審査）、また、手法及び実施数に関し、より具体的であ

り効果的なものであるか（加点項目審査）について行うものとする。

評価は、機構本部に機構役職員と学識経験者などの外部委員で構成する評価委

員会を設置し、決定するものとする。

企画提案書の評価基準は、別紙３「総合評価基準（技術評価）」のとおりと

する。

（イ）落札者の決定

① （１）の入札参加資格を満たした入札参加者について、上記（ア）の評価方

法において必須とされた項目の要件を満たした提案に対し、予定価格の制限の

範囲内である者のうち、企画提案書の審査により得られた各評価項目の得点の

合計点（最高１２００点。以下「技術評価点」という。）と、入札価格を予定

価格で除して得た値を１から減じ、４００を乗じて得た数値（以下「価格評価

点」という。）の合計点数（以下「総合評価点」という。）が最も高い者を落

札者として決定する。

※ 計算式

総合評価点 ＝ 技術評価点 ＋ 価格評価点

（１２００点満点） （４００点満点）

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるか否か、又はその者と契約を

締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認められるか否かに

ついて調査し、その結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すおそれがあると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を

もって申込みをした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。

② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引か

せ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを

引くことができない場合は、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってく

じを引き、落札者を決定するものとする。

③ 落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額及び

落札者の決定理由、企画提案内容の概要について公表するものとする。

④ 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限の範囲内である入札が

ないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、これによっても落札

者となるべき者が決定しない場合には、必要に応じ入札条件の見直しを行った

上で、再度の公告と入札を行うものとする。

⑤ ④の再度の公告と入札を実施し、落札者となるべき者を決定した場合、その

者が事業を開始するまでの期間、入札対象地区の現契約者の契約期間を、日本

年金機構と民間事業者が協議の上、最長で６か月間延長することができるもの
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とする。

なお、現契約者との協議は、再度入札の不落後速やかに開始するものとする。

※「再度の入札」とは、開札の結果、予定価格の制限の範囲内である入札が

ない時、条件などを変更しないで直ちに同一参加者により行う入札をいう。

※「再度の公告と入札」とは、再度の入札によっても落札者がない場合、必

要に応じ入札条件等の見直しを行った上で公告を実施し、日時を改めて行

う入札をいう。

５ 従来の実施状況に関する情報の開示

上記３（２）に示す契約（事業対象）期間に係る本事業に関する従来の実施状況に

関する情報の開示に必要な事項は、別紙４のとおりである。

６ 民間事業者に使用させることができる物品

（１）民間事業者が、本事業を行うために滞納者の納付状況を確認する場合には、民間事

業者の要請に基づき、社会保険オンラインシステムの可搬型照会用窓口装置を無償で

貸与できるものとする。

（２）民間事業者が、上記（１）の物品の貸与を受ける場合にあっては、「物品貸与申出

書」を作成し、日本年金機構の承認を得なければならない。

（３）民間事業者は、上記（２）により使用を認められた物品については、善良な管理者

の注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。

（４）民間事業者は、貸与された物品について、民間事業者の責めに帰すべき事由により、

破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。

（５）上記（２）により使用を認められた物品については、契約期間の満了、契約の解除

及び貸与の必要がなくなった場合等において、「物品返却通知書」を作成し、速やか

に日本年金機構に返却しなければならない。

７ 民間事業者が本事業を実施する場合において適用される法令の特例

（１）民間事業者が滞納者に対して実施する保険料の納付の請求の業務については、弁護

士法（昭和２４年法律第２０５号）第７２条の規定は適用しない。

（２）本事業を実施する民間事業者は、国民年金法第９２条の３第１項第２号の規定によ
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る指定を受けた者とみなして、同条第３項から第５項まで並びに同法第９２条の４及

び第９２条の５の規定を適用する。

８ 民間事業者が本事業を実施するに当たり日本年金機構理事長に対して報告すべき事

項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の事業の適正かつ確実な実施のために

法令及び契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項等

（１）報告事項等

（ア）事故報告

民間事業者は、本事業の実施において、事故が発生したときは、速やかに日本

年金機構に報告しなければならない。

また、事業実施に関して、個人情報や機密情報等の漏えい又は漏えいが疑われ

る事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等の詳細を日本年金機構に報告

しなければならない。

（イ）調査

① 日本年金機構は、法第２６条の規定に基づき、本事業の適正かつ確実な実施

を確保するために必要があると認めるときは、民間事業者に対し、本事業の状

況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所及び実施施設に立ち入

り、本事業の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは

関係者に質問することができる。

立入検査をする日本年金機構の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法

第２６条第１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

② 日本年金機構は、本事業を実施するために必要があると認めるときは、本事

業の実施状況を公表することができる。

③ 上記①に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をした場合には、法第５５条及び第５６条の規定により罰則が適用される。

（ウ）品質保持

日本年金機構は、委託業務の品質を保持するため、民間事業者に対して滞納者

に実施した納付督励（免除等申請手続の勧奨業務を含む。）の実施内容について、

その事蹟の提出を求めることができる。なお、民間事業者は、日本年金機構から

求めがあった場合は、これに応じなければならない。

品質管理責任者は、従事者の督励活動をモニタリングするなどして督励活動の

実態を把握し、業務の改善策を検討、実施するとともに、事業実施状況を自主的

に点検し、品質の向上と事故の未然防止に関する実施結果を毎月２０日までに機

構本部に報告する。

なお、日本年金機構は、更なる確認等が必要と認められる場合は、上記（イ）
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の調査を行うものとする。

（エ）指示

日本年金機構は、民間事業者の実績が最低水準を下回った又は下回ることが明

らかになったと判断した場合及び企画提案書に基づく督励実施計画の実施状況等

について、民間事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示す

ることができる。

なお、日本年金機構からの指示は、国民年金部長から契約受託者に対し、また、

ブロック本部適用・徴収（業務）支援部長から地域責任者に対し行うものとする。

（２）秘密の保持等

（ア）個人情報の取扱い等

① 民間事業者は、日本年金機構から提供された滞納者の個人情報及び業務上知

り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）に基づき、適切な管理を行わなければならない。

また、当該個人情報については、本事業以外の目的のために使用してはなら

ない。

② 民間事業者は、滞納者の個人情報を携行する場合には、パスワード等による

セキュリティが確保された情報端末を用意してこれを利用することとし、紙媒

体等による個人情報を携行してはならない。

③ 民間事業者は、本事業の実施期間中に作成した個人情報の複写複製物等につ

いて、委託期間終了後速やかに、当該個人情報の復元又は判読等が不可能な方

法により当該情報の消去又は廃棄等を行わなければならない。

（イ）秘密の保持

民間事業者において、本事業に従事している者又は従事していた者は、本事業

に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を

漏らし、又は盗用した場合には、法第５４条の規定により罰則が適用される。

（３）法令及び契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

（ア）禁止行為等

民間事業者において、本事業に従事する者は、次の事項に該当する行為をして

はならない。

① 人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、

その者を困惑させてはならない。また、滞納者の同意なしに、２１時から８時

までの間は電話や訪問等の督励行為を実施してはならない。

② 偽りその他不正の手段を用いる行為をしてはならない。

③ 滞納者以外の者に対して、滞納者の保険料の納付督励（免除等申請手続の勧

奨を含む。）をしてはならない。

④ 滞納者に対して、貸金業者等から金銭の借入れ等による資金調達の要求を行
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う行為をしてはならない。

⑤ 本事業以外の業務に使用するために滞納者の個人情報を収集又は使用する

行為をしてはならない。

⑥ 滞納者に対して、本事業の内容を構成しない商品その他のサービスの利用を

勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。

⑦ 滞納者から金品、手数料若しくは報酬を徴収又は滞納者に対して金品等を与

えることをしてはならない。

⑧ 滞納者に対して、本事業以外の他の事業活動を行ってはならない。

⑨ 上記（２）（ア）②のとおり、紙媒体等による滞納者の個人情報を携行して

はならない。

（イ）従事者及び納付受託領収印の報告等

民間事業者は、本事業に従事する者について、あらかじめ氏名、住所及び国民

年金の未加入及び保険料の滞納期間がないことを証する書類等を徴して日本年

金機構に報告し、日本年金機構の確認を得た上で業務に従事させるものとする。

また、上記３（１）（ウ）の業務を行う際に使用する保険料の納付受託領収印に

ついて、あらかじめ使用する従事者ごとに日本年金機構に報告するものとする。

（ウ）身分を示す証明書の提示

民間事業者は、本事業に従事する者が、戸別訪問や納付相談会等、面接の方法

により滞納者に対して保険料の納付督励（免除等申請手続の勧奨を含む。）を行

うに当たっては、日本年金機構理事長が発行するその身分を示す証明書を携帯

し、関係人にこれを提示しなければならない。

（エ）委託事業の開始及び中止

① 民間事業者は、締結された契約に定められた事業開始日に、確実に本事業を

開始しなければならない。なお、民間事業者が本事業を開始する際、日本年金

機構は、上記３（６）（ア）及び（イ）の滞納者等の情報及び（エ）のスケジ

ュール等を事業開始日前に提供することとする。

② 民間事業者は、やむを得ない事由により、本事業を中止しようとするときは、

あらかじめ日本年金機構の承認を受けなければならない。

③ 日本年金機構及び民間事業者は、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著

しい事情の変更により、本事業の中止、停止又は一部停止する必要があると認

められる場合は、協議することができる。

（オ）帳簿の作成及び保存

民間事業者は、本事業に係る会計に関する帳簿書類を作成し、委託事業を終了し

た日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。

（カ）権利の譲渡等
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① 民間事業者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲

渡してはならない。

② 民間事業者は、本事業の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触

するときは、その責任において必要な措置を講じなければならない。

③ 民間事業者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ日

本年金機構の承認を受けなければならない。

（キ）再委託

① 民間事業者は、本事業の実施に当たり、その全部を一括して再委託を行って

はならない。

② 民間事業者は、本事業の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合

には、原則としてあらかじめ企画提案書において、再委託先に委託する業務の

範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告

徴収、個人情報の管理その他運営管理の方法について記載するものとする。

③ 民間事業者は、委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う必要

がある場合には、再委託先を明らかにした上で再委託先に委託する業務の範

囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴

収、個人情報の管理その他運営管理の方法について、日本年金機構の承認を得

るものとする。

④ 民間事業者は、上記②又は③により再委託を行う場合には、民間事業者が日

本年金機構に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し

前記（２）及び（３）に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じ

させるとともに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。

⑤ 上記②から④に基づき、民間事業者が再委託先の事業者に義務を実施させる

場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の

責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、

民間事業者が責任を負うものとする。

（ク）委託内容の変更

日本年金機構及び民間事業者は、本事業の更なる質の向上を図る必要があるこ

と、上記３（２）により契約期間を延長する場合、その他やむを得ない理由によ

り本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由について、相

手方の承認を得なければならない。（ただし、上記３（４）（ア）による被保険

者数の減少に基づく達成目標及び最低水準の設定の見直しを除く。）

（ケ）督励実施計画の変更

民間事業者は、第２期以降の上記３（１）（エ）①について、本事業の実施状

況や達成目標の実績等を踏まえ、より効果的な督励手法や実施件数等について、

日本年金機構の承認を得て変更することができるものとする。

（コ）契約の解除
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日本年金機構は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、法第２０条第

１項の契約を解除することができる。

① 法第２２条第１項第１号イからチ又は同項第２号のいずれかに該当するとき

② 法第３３条第９項第１号から第４号及び第５号イからハのいずれかに該当す

るとき

③ 暴力団員が当該業務を統括する者又は従業員としていることが明らかにな

ったとき

④ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること

が明らかになったとき

⑤ 上記（ア）に定める禁止行為を行ったとき

⑥ 上記（ウ）に定める身分を示す証明書の提示に違反して、証明書を携帯せず、

又はこれを提示しなかったとき

⑦ 上記（オ）に定める帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書

類を作成したとき

⑧ 国民年金法第９２条の４第２項又は第９２条の５第２項の規定による納付

受託業務に係る報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき

⑨ 国民年金法第９２条の５第１項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿

に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき

⑩ 国民年金法第９２条の５第３項の規定による立ち入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を

したとき

⑪ 上記（１）（エ）に定める指示に対し、一定期間において最低水準を下回る

場合及び正当な理由なく指示に従わない場合等、業務の改善が見られない場合

等に、当該契約の事業全体の状況を考慮した上で必要と判断されたとき

（サ）委託契約解除時の取扱い

上記（コ）に該当し、契約を解除した場合の取扱いは下記によることとする。

① 日本年金機構は民間事業者に対し、当該解除の日までの期間にかかる委託費

を支給する。

② この場合、民間事業者は、契約金額から上記①の金額を差し引いて得た金額

の１００分の１０に相当する金額を違約金として日本年金機構の指定する期間

内に納付しなければならない。

③ 日本年金機構は民間事業者が上記②の金額を日本年金機構の指定する期日ま

でに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日まで

の日数に応じて、年１００分の５の割合で計算した金額を延滞金として納付さ

せることができる。

④ 日本年金機構は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求

をすることができる。

９ 民間事業者が本事業の実施により、第三者に損害を加えた場合において、その損害の

23



賠償に関し契約により民間事業者が負うべき責任に関する事項

民間事業者又はその職員その他の本事業に従事する者が、故意又は過失により、本

事業の受益者等の第三者に損害を加えたときは、

① 日本年金機構が当該第三者に対する賠償を行ったときは、日本年金機構は民間事

業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について日本年金

機構の責めに帰すべき事由が存在する場合は、日本年金機構が自ら賠償の責めに任

ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができる。

② 民間事業者が民法第７０９条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合

であって、当該損害の発生について日本年金機構の責めに帰すべき事由が存在する

ときは、民間事業者は日本年金機構に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のう

ち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができるこ

ととする。

１０ 事業に係る評価に関する事項

（１）事業の実施状況に関する調査の時期

内閣総理大臣が行う評価の時期を踏まえ、本事業の実施状況については、各期終了

時点における状況を委託者が調査するものとする。

（２）調査の実施方法

民間事業者がそれぞれ実施した国民年金保険料の収納事業の実施状況について調査

を行うものとする。

（３）調査項目

（ア）国民年金保険料の納付月数、納付率、免除等承認件数

（イ）納付督励及び免除等申請手続の勧奨の実施手法別の実施件数

（ウ）全滞納者への督励の実施状況

（エ）納付督励及び免除等申請手続の勧奨の実施手法別の効果

（オ）事業の運営に要した費用

（４）比較

上記（３）の調査項目について、民間事業者に本事業を委託する以前の年金事務所

又は民間事業者と比較を行うこととする。なお、比較方法については、被保険者数の

増減等各地域の差にも配慮しつつ、検討を行う。

１１ その他事業の実施に関し必要な事項

（１）事業実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表
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民間事業者の事業実施状況については、上記８（１）（ア）の報告等を踏まえ、３

（４）（ア）の各期ごとに取りまとめて、官民競争入札等監理委員会（以下「監理委

員会」という。）へ報告するとともに、公表することとする。

また、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、年度ごと

に監理委員会へ報告するとともに、法第２６条及び第２７条に基づく報告徴収、立入

検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を

監理委員会へ報告することとする。

（２）監督体制

（ア）本事業の契約に係る監督は、国民年金部長が自ら又は補助者に命じて、立ち会

い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。

（イ）本事業の実施状況に係る監督は、上記８（１）（イ）①により行うこととする。

（３）民間事業者の責務等

（ア）本事業に従事する者は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用

については、法令により公務に従事する職員とみなされる。

（イ）民間事業者は、会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２３条第１項第７

号に規定する者に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第２５条及

び第２６条により、同院の実地の検査を受け、同院から直接又は日本年金機構を

通じて資料・報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。
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